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◎
平
成
二
十
六
年
第
三
回
定
例
会
の
概
要

　

第
三
回
定
例
会
は
、
九
月
十
六
日
か
ら

九
月
十
九
日
ま
で
の
四
日
間
の
日
程
で
開

か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
提
出
議
案
提
案
理
由
の

説
明
と
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、
行
政
運
営
に
つ
い
て

な
ど
が
論
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

︵
議
員
八
名
か
ら
一
般
質
問
︶

　

町
長
提
出
議
案
十
七
件
が
可
決
、
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

議
員
提
案
一
件
が
可
決
、
請
願
一
件
が

採
択
、
一
件
が
不
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

◎
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

　

第
三
回
定
例
会
提
出
議
案
の
協
議
を
行

な
う
。

◎
平
成
二
十
六
年
第
二
回
臨
時
会

　

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日

　

付
議
事
件
に
つ
い
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◎
財
産
区
議
会

・
上
板
町
神
宅
財
産
区
議
会

　

︵
第
二
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

・
上
板
町
大
山
財
産
区
議
会

　

︵
第
二
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
一
日

上
板
町
議
会
だ
よ

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
備

え
、
次
の
と
お
り
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

こ
の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
︵
※
J

ア
ラ
ー
ト
︶
を
用
い
た
訓
練
で
、
上
板
町
以
外
の

地
域
で
も
様
々
な
手
段
を
用
い
て
情
報
伝
達
訓
練

が
行
わ
れ
ま
す
。

�
訓
練
実
施
日

　　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
︵
金
︶

　
　

十
一
時
ご
ろ

�
訓
練
で
行
う
放
送
試
験

　
�
情
報
伝
達
手
段

　
　

防
災
行
政
無
線

　
�
放
送
内
容

　
　

町
内
に
設
置
し
て
あ
る
防
災
無
線
か
ら
、
一

斉
に
、
次
の
よ
う
に
放
送
さ
れ
ま
す
。

防防防防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災災災災行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政無無無無無無無無無無無無無無線線線線線線線線線線線線線線ななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどをををををををををををををを用用用用用用用用用用用用用用いいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたた情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝達達達達達達達達達達達達達達訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練練練練練練練のののののののののののののの実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施
※
J
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃

な
ど
の
緊
急
情
報
を
国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を

通
じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

上
板
町
役
場　

企
画
防
災
課

　

℡　

六
九
四−

六
八
二
四

　
人
事
異
動　　

︵
十
月
一
日
付
異
動
者
︶︵　

︶
内
旧
任

　

教
育
委
員
会
兼
務　

主
事　　

兼
間　

大
輔
︵
住
民
人
権
課
主
事
︶

︻
放
送
内
容
︼

　
　

上
り
チ
ャ
イ
ム

＋
﹁
こ
れ
は
、
テ
ス
ト
で
す
。﹂
×
三
回

＋
﹁
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
上
板
町
で
す
。﹂

＋　

下
り
チ
ャ
イ
ム
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　高松局税局では、平成２５年８月から源泉所得税事務の一層の効率化を図ることを目的として、高松局税局

内に「源泉所得事務集中処理センター室」を設置し、管内の５税務署（徳島署、高松署、丸亀署、松山署及び

高知署）における源泉所得税事務のうち、納付照会ハガキの発送や電話による納付照会事務の一部について、

集中処理を行っていますが、平成２６年８月から新たに９税務署（鳴門署、阿南署、坂出署、観音寺署、今治

署、宇和島署、新居浜署、伊予西条署及び伊予三島署）を加えた全１４税務署について、集中処理を行ってい

ます。

○ 実 施 内 容 等

内　　　容　　　等項　　目

①　名　称　高松国税局源泉所得税事務集中処理センター室

②　所在地　高松市天神前２番１０号

　　　　　　高松国税総合庁舎

名 称 等

徳島県内　……　徳島署、鳴門署、阿南署対 象 署

①　納付照会ハガキの発送・整理

　　納付照会ハガキを発送し、回答結果を基に納付状況について整理等を行い

ます。

　（発送元、返信（回答）先、返戻先いずれも高松国税局源泉所得税事務集中

処理センター室）

②　電話による納付照会

　　納付照会ハガキに対し、未回答又は回答内容について確認等が必要な源泉

徴収義務者への電話による納付照会を行います。

事 務 の 内 容

高松国税局からのお知らせ
源泉所得税事務集中処理センター室の設置について

高松国税局からのお知らせ

� �������������������������������������������������������������

　

国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
私

た
ち
が
豊
か
で
安
定
し
た
暮
ら

し
が
で
き
る
よ
う
に
、
様
々
な

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
社
会
保
障
の
充
実
、

施
設
や
道
路
の
整
備
、
教
育
な

ど
、
そ
の
活
動
は
幅
広
い
分
野

に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
財
源
は
税
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

﹁
税
を
考
え
る
週
間
﹂
は
、
生

活
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い

る
税
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
及

び
役
割
や
税
務
行
政
の
現
状
を

分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
と

も
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の

基
本
と
な
る
税
に
対
す
る
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

国
税
庁
で
は
、
毎
年
十
一
月

十
一
日
か
ら
十
七
日
を
﹁
税
を

考
え
る
週
間
﹂
と
し
、
様
々
な

広
報
・
公
聴
活
動
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。

　

平
成
二
十
六
年
度
の
テ
ー
マ

は
﹁
し
っ
て
る
？
地
方
税
﹂
で

す
。
期
間
中
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ(  http://w

w
w

.nta.go.jp

        
 
 
          )  

で
様
々
な
情
報
を
提
供
し
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

税
を
考
え
る

週
間



　

十
一
月
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
︵
四

期
︶
の
納
付
月
で
す
。

納
期
限
は
十
二
月
一
日
︵
月
曜
日
︶
で
す
。

　

納
期
限
内
に
お
納
め
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
方
は
、
十
二
月
一
日
に
引
き

落
と
し
い
た
し
ま
す
の
で
、
残
高
の
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、世
帯
状
況
に
異
動
が
あ
っ

た
場
合
で
も
、
自
動
的
に
解
約
と
は
な
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替　

■
口
座
振
替
の
手
続
き

　

通
帳
と
通
帳
届
出
印
を
持
参
し
、
上
板
町

内
取
扱
金
融
機
関
窓
口
で
お
申
し
込
み
下
さ

い
。

　
■
ご
利
用
い
た
だ
け
る
町
税
︵
料
︶

　

町
県
民
税︵
普
通
徴
収
分
︶・
固
定
資
産
税
・

軽
自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料

　
■
取
扱
金
融
機
関

　

阿
波
銀
行
、
徳
島
銀
行
、

　

板
野
郡
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

　
お
問
い
合
わ
せ
先

　

上
板
町
役
場　

税
務
課

　

℡
六
九
四
︱
六
八
〇
七

　
１　

家
屋
調
査
の
概
要

　

町
内
に
平
成
二
十
六
年
一
月
二
日
か
ら
平
成

二
十
七
年
一
月
一
日
ま
で
に
家
屋
を
新
・
増
築

さ
れ
ま
す
と
、
そ
の
家
屋
の
税
額
を
算
出
す
る

た
め
、
家
屋
調
査
を
実
施
す
る
必
要
が
ご
ざ
い

ま
す
。

　

こ
の
調
査
で
は
、
家
屋
一
棟
ご
と
に
屋
根
や

外
壁
等
の
仕
上
げ
、
天
井
・
内
壁
・
床
等
の
内

部
の
仕
上
げ
、
建
築
設
備
の
個
数
な
ど
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
結
果
を
基
に
一
棟
の

評
価
額
を
積
算
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
家
屋
調
査
は
固
定

資
産
税
の
適
正
な
課
税
の
た
め
に
不
可
欠
な
も

の
で
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
町
職
員
が
調
査
に
伺
う
際
に
は
必
ず

二
名
以
上
で
対
応
し
て
お
り
、
職
員
は
身
分
証

明
書
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
必
要
に
応

じ
て
提
示
を
お
求
め
く
だ
さ
い
。

　
２　

家
屋
調
査
の
流
れ

　

⑴　

新
増
築
家
屋
の
把
握

　

通
常
、
新
築
や
増
築
が
完
了
し
た
家
屋
に
つ

き
ま
し
て
は
、
所
有
者
の
方
が
登
記
手
続
︵
表

示
登
記
︶
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
登
記
が
完
了

い
た
し
ま
す
と
、
法
令
に
し
た
が
い
、
管
轄
の

法
務
局
か
ら
町
に
関
係
書
類︵
登
記
済
通
知
書
︶

が
届
き
ま
す
。
町
は
、
こ
の
書
類
を
基
に
新
増

築
家
屋
を
把
握
し
、
調
査
の
計
画
を
立
て
ま
す
。

ま
た
、
登
記
の
な
い
家
屋
に
つ
い
て
も
、
町
内

を
巡
回
し
た
り
し
て
新
増
築
家
屋
の
把
握
に
努

め
て
い
ま
す
が
、
把
握
漏
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、

登
記
し
な
い
家
屋
に
つ
い
て
は
町
税
務
課
固
定

資
産
係
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

　

⑵　

家
屋
調
査
の
お
手
紙
の
発
送

　

上
記
の
よ
う
に
対
象
家
屋
を
把
握
し
、
あ
る

程
度
の
件
数
を
と
り
ま
と
め
ま
し
て
、
所
有
者

の
方
に
﹁
家
屋
調
査
に
つ
い
て
﹂
の
お
手
紙
を

郵
送
い
た
し
ま
す
。

　

⑶　

調
査
日
時
の
決
定

　

調
査
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
初
旬
か
ら

平
成
二
十
七
年
一
月
中
旬
に
実
施
し
ま
す
の
で
、

日
時
に
つ
い
て
は
、
お
手
紙
の
中
で
予
め
指
定

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ご
都
合
の
悪

い
場
合
は
、
日
時
を
調
整
い
た
し
ま
す
の
で
、

税
務
課
固
定
資
産
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

⑷　

調
査
当
日
の
内
容

　

調
査
当
日
は
、
原
則
と
し
て
二
名
以
上
で
伺

い
ま
す
。

　

①
平
面
図
、
立
面
図
、
矩
計
図
、
基
礎
図
等

の
参
考
図
書
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

対
象
家
屋
の
間
取
り
と
設
備
等
を
図
面
上

で
確
認
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
際
に
、

家
屋
に
関
す
る
諸
税
金
に
つ
い
て
ご
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

②
各
部
屋
ご
と
の
天
井
・
壁
・
床
の
仕
上
げ

を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
同
時
に
、

ト
イ
レ
や
お
風
呂
等
の
建
築
設
備
の
有
無

や
個
数
を
確
認
い
た
し
ま
す
。

　

③
外
観
か
ら
屋
根
、
外
壁
、
基
礎
等
の
仕
上

げ
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
付
属
家
が

あ
れ
ば
併
せ
て
調
査
い
た
し
ま
す
。

　

調
査
に
要
す
る
時
間
は
、
家
屋
の
構
造
や
規

模
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
お
お
む
ね
四
五

分
か
ら
一
時
間
程
度
で
終
了
い
た
し
ま
す
。

　
３　

事
前
に
準
備
し
て
い
た
だ
く
も
の

　

調
査
当
日
に
は
、
調
査
時
間
の
短
縮
や
正
確

な
間
取
り
の
把
握
の
た
め
に
、
建
築
確
認
申
請

書
の
副
本
若
し
く
は
家
屋
の
平
面
図
、
立
面
図
、

矩
計
図
、
基
礎
図
等
等
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
手
数
で
す
が
事

前
に
ご
用
意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
４　

取
り
壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
六
年
一
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七

年
一
月
一
日
ま
で
に
家
屋
等
を
取
り
壊
し
た
方

で
、
不
動
産
登
記
を
し
て
な
い
家
屋
に
つ
い
て

は
、
税
務
課　

固
定
資
産
係
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
。

　
５　

連
絡
先

　

上
板
町
役
場　

税
務
課　

固
定
資
産
税
係

　

℡
六
九
四−

六
八
〇
七
直
通

家
屋
調
査
の
お
願
い

家
屋
調
査
の
お
願
い

家
屋
調
査
の
お
願
い



　

本
町
に
お
い
て
も
、
ご
み
減
量
化

の
推
進
は
、
極
め
て
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

環
境
保
全
課
で
は
、
今
年
度
も﹁
ご

み
減
量
化
﹂
や
﹁
再
資
源
化
﹂
を
テ
ー

マ
と
し
た﹁
環
境
保
全
啓
発
研
修
会
﹂

を
支
部
等
を
対
象
と
し
て
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

支
部
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

ご
多
忙
の
折
り
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま

す
が
、
当
啓
発
研
修
会
を
開
催
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上

げ
ま
す
。

　
◇
申
込
方
法

　

研
修
会
を
実
施
さ
れ
る
支
部
は
、

開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
環
境
保
全

課
に
実
施
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※　

環
境
保
全
啓
発
研
修
会
は
、﹁
上

板
町
支
部
助
成
金
﹂
の
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
度
に

当
啓
発
研
修
会
を
開
催
し
て
頂
い

た
支
部
は
助
成
金
の
対
象
外
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

「環境保全啓発研修会」のご案内
“ご一緒に考えましょう！ごみ問題”

　

上
板
町
役
場　

環
境
保
全
課

　

℡　

六
九
四−

六
八
一
三

　当町では家庭系可燃ごみ量が増加し続けており、その処理費用は町財政の大きな負担

となっています。

　町では、生ごみの減量化及び資源化を推進するため、家庭用生ごみ処理機等の購入に

補助を設けておりますのでご活用ください。

次の要件に該当する方で、自ら使用する目的で購入された方が対象となります。

⑴　町内に住所を有し、かつ居住していること。

⑵　購入した処理機等を適切かつ安全に使用及び維持管理できること。

※前回（平成14・15年）に同様の補助金を受けられた方も申請できます。

補助対象経費は処理機等本体の購入価格です。運搬費や

設置費等は補助対象外です。

①　電気式生ごみ処理機器

　（例：乾燥式・バイオ式）

　　購入価格の２分の１以内の額で、25,000円を限度。

②　生ごみ処理容器

　（例：コンポスト・ＥＭ菌等使用容器）

　　購入価格の２分の１以内の額で、3,000円を限度。

補助金の交付は１世帯につき１回限りで、電気式生ごみ処理機器

又は生ごみ処理容器のどちらか１台となります。

①　電気式生ごみ処理機器　１０台

②　生 ご み 処 理 容 器　１０台

※受け付けは先着順となっております。

手続き方法などお問い合わせ先　上板町役場　環境保全課　TEL 694−6813

生
ご
み
処
理
機
等
で
ご
み
の
減
量
化

生
ご
み
処
理
機
等
で
ご
み
の
減
量
化

に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

生
ご
み
処
理
機
等
で
ご
み
の
減
量
化

生
ご
み
処
理
機
等
で
ご
み
の
減
量
化

に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

生
ご
み
処
理
機
等
で
ご
み
の
減
量
化

に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

（10月15日現在　残り７台）

（10月15日現在　残り６台）



●　上板町役場　環境保全課　TEL ６９４−６８１３　●

◇資源物売り払い収入の推移 （単位：円）

平成２５年度平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度年　　　度

４,１０２,３５４２,９５３,６１７２,５５５,５０３２,１９４,１９８１,４８３,７４０資源物売り払い収入

　収集した資源物は、有価物として売れるものは民間業者に売り払っ

ており、平成２５年度の売り払い収入額は４,１０２,３５４円でした。

③　資源物について

　ご家庭から発生するごみを処理するためには、中央広域環境施設組合負担

金の他に、収集運搬やリサイクルに係る経費が必要です。平成２５年度は、

これらの経費として１２,６１１,６９４円支出しています。

◇負担金以外の処理経費

※その他には、指定ごみ袋製作費、リサイクルセンターの管理費、ごみステーション整備費等が含まれています。但し、人件

費は除いています。なお、家庭系可燃ごみは、収集車延べ７９３台で収集運搬しました。

（単位：円）

合　　　計そ　の　他最終処分費リサイクル費収集運搬費項　　　目

１２,６１１,６９４６,４７２,５８３７５０,２００１,９１２,１９１３,４７６,７２０平成２５年度

②　負担金以外のごみ処理経費について

家庭系可燃ごみの処理経費等について家庭系可燃ごみの処理経費等について

　本町の可燃ごみは、中央広域環境施設組合の処理施設に搬入し処理していますが、中央広

域環境施設組合の負担金は、電気料金の値上げや液化天然ガスの高騰なども影響し年々増加

傾向にあり、平成２５年度の本町負担金の総額は２１３,１４６千円と町財政を圧迫しています。

　中央広域環境施設組合負担金の内訳として、処理施設にごみを搬入した割合により算出さ

れる「ごみ量割負担金」があります。

　本町の平成２５年度の「ごみ量割負担金」は１０６,７５６千円で、搬入したごみ１㎏当たりに換算すると約５０

円となっています。

　本町のごみ搬入割合が少なくなれば、この「ごみ量割負担金」の削減につながりますので、町民の皆様にお

かれましては、ごみ減量化と再資源化の推進に一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

◇ごみ量割負担金の推移

※単価については、「ごみ量割負担金」のみで計算しています。

※平成２６年度から「ごみ量割負担金」は、家庭系と事業系を併せたごみの搬入割合により算出されますので、事業

所の皆様におかれましても、ごみ減量化と再資源化の推進にご理解とご協力をお願い申し上げます。

（単位：円）

平成２５年度平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度年　　　度

１０６,７５６,０００９８,４８５,０００９３,８５６,０００９２,９４４,０００１０３,６５６,０００ご み 量 割 負 担 金

５０４７４６４６５１１ ㎏ 当 た り

単価 ８,３８８７,７３８７,１５２７,０８３７,８９９１ 人 当 た り

２２,３０６２１,０５３２０,１４１２０,１００２２,５０９１世帯当たり

①　ごみ量割負担金について

ゴミ



※常に水道メーターを見て、使用水量を把握してください。
　宅内漏水の早期発見になります。
※漏水が見つかったときは、個人負担でお近くの水道工事
　店等に依頼して修理してください。

宅内漏水にご注意ください。

※メーターボックスの上には物を置かないように
　してください。

転入・転出等で水道を休止・廃止・撤去する場合は、
申請手続きが必要です。

また、死亡等による名義変更をする場合にも
手続きが必要です。

●　お問い合わせ先　●　上板町役場　水道課　TEL 694−6817

次の手順で水漏れを確認できます。

1

2

3

まず、家中の蛇口を全て閉め
ましょう。

次にメーターボックスのフタ
を開けてメーター器を見ます。
銀色か赤色の星のような形の
もの（パイロット）を確認しま
しょう。

もしパイロットが回っていた
ら、宅内のどこかで漏水している可能性があります。

宅内漏水の見つけ方

1 2 3

パイロット

　

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役

所
の
仕
事
に
対
す
る
苦
情

や
要
望
な
ど
の
相
談
を
受

け
、
必
要
に
応
じ
て
関
係

行
政
機
関
に
あ
っ
せ
ん
を

行
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

■
開

設

日

　

十
一
月
十
九
日
︵
水
︶

■
開
設
時
間

　

午
後
一
時
三
十
分
〜

午
後
四
時

■
開
設
場
所

　

上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

一日行政相談所開設予定日

　

現
在
、
二
十
一
世
紀
の
郷
土
の

担
い
手
と
な
る
子
ど
も
・
若
者
を

め
ぐ
る
環
境
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ

を
増
し
、ニ
ー
ト
、　

ひ
き
こ
も
り
、

不
登
校
、
発
達
障
害
等
、
子
ど
も
・

若
者
の
抱
え
る
問
題
は
深
刻
な
状

況
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
一
人
で
も
多
く
の

子
ど
も
・
若
者
・
保
護
者
が
総
合

的
、
継
続
的
に
相
談
の
で
き
る
、

ユ
ー
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
い
う
専

門
的
な
相
談
員
の
養
成
講
習
会
を

開
催
し
ま
す
。

　

子
育
て
・
教
育
中
の
方
で
、
迷

い
や
悩
み
を
持
た
れ
て
い
る
方
々

の
ご
参
加
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

犬
の
散
歩
の
際
、
ふ
ん
を
そ

の
ま
ま
に
し
て
立
ち
去
る
一
部

の
心
な
い
人
が
い
る
た
め
、
大

変
迷
惑
し
て
い
る
と
の
苦
情
が

た
び
た
び
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　

道
路
･
公
園
な
ど
の
公
共
の

場
所
や
、
他
人
の
土
地
な
ど
に

犬
の
ふ
ん
が
放
置
さ
れ
る
と
、

不
衛
生
で
み
ん
な
が
不
快
に
感

じ
ま
す
。

　

飼
い
主
に
は
、
飼
い
犬
の
ふ
ん
を
回
収
す
る
責
任
が

あ
り
ま
す
。

　

気
持
ち
良
く
暮
せ
る
快
適
な
生
活
環
境
の
保
全
と
地
域

の
環
境
美
化
推
進
の
た
め
、
飼
い
主
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

上
板
町
環
境
美
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
で
は
﹁
犬
の

飼
い
主
等
は
、
自
ら
飼
育
し
、
又
は
保
管
す
る
犬
が
公
共

の
場
所
に
お
い
て
、
ふ
ん
を
排
泄
し
た
と
き
は
、
当
該
排

泄
物
を
適
切
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂と
定
め
て

い
ま
す
。

上板町子ども・若者相談上板町子ども・若者相談
支援センター支援センター『『あいあい』』
かからのお知らせです。らのお知らせです。

　

上
板
町
内
に
お
い
て
積

荷
の
落
下
が
発
生
し
て
お

り
ま
す
。

　

落
下
物
が
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
通
行
の
妨
げ
に
な

り
重
大
な
事
故
に
繋
が
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

道
路
を
利
用
す
る
皆
さ

ん
が
、
目
的
地
に
出
発
す

る
前
に
今
一
度
、
積
荷
の

積
載
状
況
を
再
確
認
し
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

平
成
二
十
六
年
度

第
四
回
ユ
ー
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
養
成

講
習
会
開
催
に
つ
い
て
︵
ご
案
内
︶

�
日　

時

　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
七
日
︵
金
︶

　
　

十
四
時
〜
十
五
時
三
十
分

�
内　

容

　

演  
題

　

﹁
非
行
問
題
に
つ
い
て

−

徳
島
学
院
で
の
指
導
で

見
え
て
き
た
も
の−

﹂

　

講　

師

　
　

板
野
中
学
校　

教
頭　

　
　

社
会
福
祉
士　

山
田　

匠　

さ
ん

�
場　

所

　

上
板
町
中
央
公
民
館　

大
会
議
室︵
役
場
二
階
︶

落落落落落落落落落落落落落落
下下下下下下下下下下下下下下
物物物物物物物物物物物物物物
はははははははははははははは

落
下
物
は

落落落落落落落落落落落落落落
とととととととととととととと
しししししししししししししし
たたたたたたたたたたたたたた

落
と
し
た

人人人人人人人人人人人人人人
のののののののののののののの
責責責責責責責責責責責責責責
任任任任任任任任任任任任任任

人
の
責
任

でででででででででででででで
すすすすすすすすすすすすすす
で
す
!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
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│

　

就
農
し
て
か
ら
の
期
間
が
短
く
、
経
営
が
不
安

定
な
時
期
の
新
規
就
農
者
に
対
し
給
付
金
を
給
付

し
ま
す
。
給
付
額
は
一
五
〇
万
円
／
年
で
、
給
付

期
間
は
最
長
五
年
間
で
す
。
交
付
要
件
に
つ
い
て

は
次
の
と
お
り
で
す
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

①　

独
立
・
自
営
就
農
時
の
年
齢
が
、
原
則
と
し
て

四
十
五
歳
未
満
で
あ
り
、
農
業
経
営
者
と
な
る
こ

と
に
つ
い
て
の
強
い
意
欲
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

以
下
の
要
件
を
満
た
す
﹁
独
立
・
自
営
就
農
﹂

で
あ
る
こ
と
。

　

�
農
地
の
所
有
権
又
は
利
用
権
を
有
し
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
親
族
か
ら
貸
借
し
た
農
地
が
主

で
あ
る
場
合
は
、
給
付
期
間
中
に
当
該
農
地
の

所
有
権
を
給
付
対
象
者
に
移
転
す
る
こ
と
を
確

約
す
る
こ
と
。

　

�
主
要
な
農
業
機
械
、
施
設
を
自
ら
所
有
し
、
又

は
貸
借
し
て
い
る
こ
と
。

　

�
生
産
物
や
生
産
資
材
等
を
本
人
名
義
で
出
荷
、

取
引
す
る
こ
と
。

　

�
本
人
名
義
の
通
帳
及
び
帳
簿
で
、
農
産
物
等
の

売
り
上
げ
や
経
費
の
支
出
な
ど
の
経
営
収
支
を

管
理
し
て
い
る
こ
と
。

　

�
給
付
対
象
者
が
農
業
経
営
に
関
す
る
主
宰
権
を

有
し
て
い
る
。

②　

町
の
﹁
人
・
農
地
プ
ラ
ン
﹂
に
中
心
と
な
る
経

営
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
又
は
位
置
付
け
ら

れ
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
あ
る
い

は
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
借
り
受
け
て

い
る
こ
と
。

③　

原
則
と
し
て
生
活
費
の
確
保
を
目
的
と
し
た
国

の
他
の
事
業
に
よ
る
給
付
等
を
受
け
て
お
ら
ず
、

﹁
農
の
雇
用
事
業
﹂
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
農
業
法
人
等
で
な
い
こ
と
。

④　

原
則
と
し
て
﹁
一
農
ネ
ッ
ト
﹂
に
加
入
し
て
い

る
こ
と
。

◆　

経
営
の
全
部
又
は
一
部
を
継
承
す
る
場
合
は
、

継
承
す
る
農
業
経
営
に
従
事
し
て
か
ら
五
年
以
内

に
継
承
し
て
農
業
経
営
を
開
始
し
、
か
つ
給
付
期

間
中
に
、
新
規
作
目
の
導
入
、
経
営
の
多
角
化
等

経
営
展
開
に
向
け
た
取
組
を
行
い
、
新
規
参
入
者

︵
土
地
や
資
金
を
独
自
に
調
達
し
、

新
た
に
農
業
経
営
を
開
始
し
た
者

を
い
う
。︶と
同
等
の
経
営
リ
ス
ク

を
負
っ
て
経
営
を
開
始
す
る
青
年

等
就
農
計
画
で
あ
る
と
町
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

◆　

青
年
等
就
農
計
画
が
以
下
の
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
。

　

�
上
板
町
の
農
業
経
営
基
盤
強
化
の
促
進
に
関
す

る
基
本
構
想
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
適
切
な
も
の
。

　

�
農
業
経
営
を
開
始
し
て
五
年
後
ま
で
に
農
業
で

生
計
が
成
り
立
つ
計
画
で
あ
る
こ
と
。

　

�
計
画
の
達
成
が
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
。

（経営開始型）
第3回
募集

　上板町役場　産業課 　TEL ６９４−６８０６

希
望
の
方
は
十
一
月
二
十
日

ま
で
に
﹁
青
年
等
就
農
計
画

認
定
申
請
﹂
の
提
出
が
必
要

で
す
。
申
請
書
は
役
場
産
業

課
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

上
板
町
で
は
、
国
な
ど
が
実
施
す
る
各
種
統

計
調
査
に
従
事
し
て
い
た
だ
く
統
計
調
査
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
上
板
町
で
は
登
録

統
計
調
査
員
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
あ

な
た
の
力
を
統
計
調
査
に
お
貸
し
く
だ
さ
い
！

　

詳
細
は
上
板
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

頂
き
左
記
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

自
分
た
ち
の
ま
ち
は

自
分
た
ち
で
守
る
！　
　

　

地
域
の
防
災
の
た
め
に
あ
な
た
の
�
チ
カ
ラ
�

を
発
揮
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

上
板
町
で
は
消
防
団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

消
防
団
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
や
参
加
し
て
み

た
い
と
思
わ
れ
る
方
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

上
板
町
役
場

　

企
画
防
災
課　

消
防
係

　

℡　

六
九
四−

六
八
二
四

消

防

団

員

募

集

登
録
統
計
調
査
員

登
録
統
計
調
査
員

をを
募
集
中
！

募
集
中
！

お
問
い
合
わ
せ
先

　

上
板
町
役
場

　

企
画
防
災
課　

統
計
担
当

　

℡　

六
九
四−

六
八
二
四



公民館講座　開催希望講座アンケート
皆様の声をお聞かせ下さい。● ● ● ● ● ●

公民館講座　開催希望講座アンケート

　上板町中央公民館では現在次の講座を行っていますが、今後の公民館講座を開催するにあたって、開催希望講座の

アンケートを実施いたします。「興味がある」「受けてみたい」等の講座がございましたら、公民館備付のアンケート
� �������������������

に記入していただき、内容についてお教え下さい。

　講座開設の参考とさせていただきます。

講　　　師時　　間曜　　日定員講　　座　　名

ダニエル・フロスト　先生１９：００〜月４回毎週月曜日２５英会話教室（初級）

ダニエル・フロスト　先生２０：１０〜月４回毎週月曜日２５英会話教室（中級）

近　藤　珠　梨　先生１９：３０〜月４回毎週火曜日２５中国語講座

西　條　澄　子　先生１９：３０〜月２回第２・４水曜日３０日本舞踊講座

永　井　厚　子　先生１９：３０〜月２回第１・３水曜日２５書道講座

三　井　洋　子　先生１９：３０〜月２回第１・３金曜日２５手話講座

三　好　瑛　子　先生１３：３０〜月１回第３日曜日３０お菓子とお料理教室

岸　上　恭　子　先生１４：００〜月２回第１・３金曜日３０民謡講座

木地谷　公　子　先生１９：３０〜月２回第２・４火曜日３０剣詩舞講座

酒　井　信　子　先生１９：３０〜月２回第１・３火曜日２０水墨画講座

西　條　陽　一　先生１９：３０〜月２回第１・３木曜日２０詩吟講座

原　田　重　利　先生１９：３０〜月２回第２・４金曜日２５詩吟講座

三　宅　　　昇　先生１３：３０〜月２回第１・３土曜日２０藍染め阿波踊り竹人形講座

平　野　シマコ　先生１３：００〜月２回第１・３土曜日３０ちびっこ阿波踊り

現在開催中の講座

　

こ
れ
ら
高
齢
者
の
皆
様
が
使
用
す
る
こ
と
が

多
い
製
品
や
介
護
用
品
の
中
で
、
そ
の
ま
ま
使

い
続
け
る
と
重
大
な
事
故
を
起
こ
す
お
そ
れ
が

あ
り
、
大
変
危
険
な
も
の
が
あ
る
た
め
事
業
者

が
回
収
・
修
理
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

　

消
費
者
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
危
険
性
や
注
意

事
項
、
対
応
方
法
を
確
認
し
、
対
象
製
品
は
使

用
中
止
し
製
造
事
業
者
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
者
自
身
で
の
対
処
が
難
し
い
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
周
囲
の
方
が
気
を
配
っ
て
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

上
記
に
つ
い
て
お
問
い
合
わ
せ
、
苦
情
、
情

報
提
供
等
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　上板町消費生活相談窓口　

TEL ６９４−６８１６

月〜金曜日　９：００〜１６：３０

（休所日　土日祝）

役場東隣　上板町農村環境

改善センター事務所内

マ
ッ
サ
ー
ジ
器
・
電
動
車
い
す
・
歩
行
補
助

車
・
車
い
す
・
手
指
保
護
具
︵
口
腔
用
︶・

ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
・
手
す
り
・
介
護
用
ベ
ッ

ド
・
ベ
ッ
ド
用
サ
イ
ド
レ
ー
ル
／
グ
リ
ッ
プ

独立行政法人　中小企業基盤整備機構からのお知らせ
　中小企業の経営安定を目的として国が準備した小規模企業共済制度と経営セーフティ共済

（中小企業倒産防止共済制度）の両共済制度の特別加入促進運動の一環として、１０月と１１月

の２ヶ月を「全国加入促進強調月間」と定め、全国的な加入促進運動を展開いたします。

　詳しくは中小企業基盤整備機構のホームページにある広告データをご覧ください。

 〈小規模企業共済制度〉  http://www.smrj.go.jp/skyosai/partner/

 〈経営セーフティ共済〉  http://www.smrj.go.jp/tkyosai/partner/



■
開
催
日

　

十
一
月
十
六
日
︵
日
︶　

小
雨
決
行

■
集
合
場
所

　

上
板
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館

　

受　
　

付　

午
前
八
時
〜
八
時
三
十
分

　

開　
　

会　

午
前
八
時
三
十
分
〜

　

ス
タ
ー
ト　

午
前
九
時

■
参
加
料  

　

三
〇
〇
円
︵
保
険
・
資
料
代
等
︶。

　

当
日
集
金
し
ま
す
。
た
だ
し
、

中
学
生
ま
で
は
無
料
で
す
。

■
コ
ー
ス

　

山
道　

十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度

　

六
時
間
︵
予
定
︶

　

出
発　

資
料
館
〜
和
泉
寺
・
三
十
三
番
〜
三
十
二

番
・
若
宮
橋
・
善
光
寺
・
三
十
番
〜
以
下
逆
順
〜

二
十
番
〜
子
育
て
地
蔵
〜
十
九
番
〜
一
番
〜
大
山

寺︵
昼
食
︶
〜
遍
路
道
〜
大
山
町
〜︵
徳
島
自
動
車

道
の
側
道
︶〜
泉
谷
〜
若
宮
橋
・
青
の
洞
門
〜
和
泉

寺
〜
資
料
館　

解
散

■
参
加
対
象
者

　

上
記
コ
ー
ス
を
歩
け
る
方
は
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
山
歩
き

は
中
級
で
す
。
小
学
生
ま
で
は
保

護
者
付
き
添
い
で
参
加
を
お
願
い

し
ま
す
︵
単
独
は
受
付
し
か
ね
ま

す
︶。

■
注
意
事
項

①
山
歩
き
に
適
し
た
服
装
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。
で
き
る
だ
け
派
手
な

服
装
︵
赤
・
オ
レ
ン
ジ
・
黄
・
緑
等
︶
で
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

②
火
気
に
は
十
分
注
意
し
、
歩
行
中
の
喫
煙
は
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。

③
環
境
美
化
に
留
意
し
、
ゴ
ミ
は
必
ず
持
ち
帰
っ
て

く
だ
さ
い
。

④
健
康
管
理
は
注
意
し
て
参
加
さ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
主
催
者
と
し
て
、
傷
害
保
険
に
は
加
入

し
て
い
ま
す
。
万
一
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
傷

害
保
険
の
範
囲
内
及
び
応
急
処
置
以
外
の
責
任
は

負
え
ま
せ
ん
。
あ
ら
か
じ
め

御
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

⑤
昼
食
、
行
動
食
、
お
茶
な
ど

は
各
自
御
持
参
く
だ
さ
い
。

⑥
車
の
駐
車
は
、
隣
の
﹁
技
の

館
﹂
駐
車
場
を
御
利
用
く
だ

さ
い
。

■お問い合わせ先　

　上板町立歴史民俗資料館

　TEL ６９４−５６８８（土・日・祝日は休み）

第
二
回
上
板
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ
交
流
会

祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖
谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷
のののののののののののののののののののののののの
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
ずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず
らららららららららららららららららららららららら
橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋
とととととととととととととととととととととととと

祖
谷
の
か
ず
ら
橋
と

紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅紅
葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温
泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉

　
　
　

紅
葉
・
温
泉

備　考内　容時　間

８：３０〜受付上板町役場出発　９：００

かずら橋通行・
紅葉見物

１１：００〜１２：００

食事・入浴　等ホテル秘境の湯１２：００〜１４：００

現地出発１４：００

解散上板町役場着１７：００

★
日　
　

時　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
六
日
︵
日
︶

　
　
　
　
　
　

※
雨
天
決
行

★
行　

き　

先　

祖
谷
の
か
ず
ら
橋
・
秘
境
の
湯

★
参　

加　

費　

会　

員　

三
、
〇
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　

会
員
外　

三
、
五
〇
〇
円

★
定　
　

員　

二
二
名

★
申
込
受
付　

十
一
月
十
日
︵
月
︶
十
三
時
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
十
二
日
︵
金
︶
十
八
時

　
　
　
　
　
　

先
着
順
︵
申
込
み
時
に
参
加
費
集
金
︶

　お問い合わせ先

　上板ふれあいクラブ

　TEL ６７９−７７８８
　担当　尾澤







※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。
� ��������������������������������������������������������������������������������������

�担当時間�　平日１８：００〜２２：３０　　休日９：００〜２２：３０

平成26年11・12月分
〈11/1〜12/10まで〉

市外局番は（088）です。

６９２−１２２０大 久 保 内 科１㈯１１
月

６９４−２００８野 田 （ 五 ） 医 院２㈰

６９４−８３８８川 原 眼 科３㈪

６９９−５３５５芳 川 病 院４㈫

６９９−８０７０井 上 医 院５㈬

６９９−３７７７春 藤 内 科 胃 腸 科６㈭

６９９−２７８７谷口耳鼻咽喉科クリニック７㈮

６９３−１０２１杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク８㈯

６９８−０３０３藤 本 ク リ ニ ッ ク９㈰

６７８−８５８５か ま だ 眼 科１０㈪

６９８−８６８９高 田 整 形 外 科 病 院１１㈫

６９８−５１５７三 木 ク リ ニ ッ ク１２㈬

６９８−８６５５有 住 内 科 ク リ ニ ッ ク１３㈭

６９８−５１１１堀 口 整 形 外 科１４㈮

６９３−３０２０増 田 ク リ ニ ッ ク１５㈯

６９７−２３２３つ か さ ク リ ニ ッ ク１６㈰

６９８−０３０３藤 本 ク リ ニ ッ ク１７㈪

６９８−３１１１越 智 外 科 胃 腸 科１８㈫

６９８−５５００山 田 外 科 内 科１９㈬

６９８−６１１１吉 野 川 病 院２０㈭

６９８−５５００山 田 外 科 内 科２１㈮１１
月 ６９２−１２７７小 松 泌 尿 器 科２２㈯

６９９−２７８７谷口耳鼻咽喉科クリニック２３㈰

６７８−８５８５か ま だ 眼 科２４㈪

６９８−２６２５片 山 医 院２５㈫

６９８−８８０８新 居 内 科２６㈬

６９８−０１２３田 根 内 科 胃 腸 科２７㈭

６９８−８８８７い の も と 眼 科 内 科２８㈮

６７２−０１７４竹 本 内 科２９㈯

６９８−５１１１堀 口 整 形 外 科３０㈰

６９７−２２２１北 島 こ ど も ク リ ニ ッ ク１㈪１２
月

６９７−２３２３つ か さ ク リ ニ ッ ク２㈫

６９７−３２１３中村耳鼻咽喉科クリニック３㈬

６９２−２３１７浜 病 院４㈭

６９８−５１０８こ ま つ ば ら 整 形 外 科５㈮

６７２−１１８５井 上 病 院６㈯

６９８−５１５７三 木 ク リ ニ ッ ク７㈰

６９７−２３２２ルナウイメンズクリニック８㈪

６７８−７１４１く ぼ 小 児 科 ク リ ニ ッ ク９㈫

６９２−９７７０香 川 内 科１０㈬

保健行事予定表　１１月

Ⅰ．健康相談・健康教育

担　　　　　当内　　　　容場　　　　所時　　　間月／日

保健師個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０１１／１1

保健師・理学療法士個別健康相談・健康教育農村環境改善センター１０：００〜１１：３０１２／５

Ⅱ．乳幼児健康診査

　１．１歳６か月児健康診査

該　　当　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

平成２５年３月１日〜

平成２５年５月３１日生

問診、内科・歯科診察、身体測定、聴

力検査、発達・育児・歯科・栄養相談
農村環境改善センター１３：００〜１３：２０１１／６

担当時間以外

の深夜の救急

きたじま田岡病院　　６９８−１２３４　　全日対応ですが、要確認

稲次整形外科病院　　６９２−５７５７　　水曜日、土曜日は受診前に要確認

東徳島医療センター　　６７２−１１７１　　対応日は確認して下さい




